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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年９月２４日 ２３時３４分ごろ 

発生場所 愛媛県上島
かみじま

町岩
いわ

城
ぎ

島南東方沖 

 岩城港浜防波堤灯台から真方位０６８°９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.８′ 東経１３３°０９.４′） 

事故の概要  引船大興
だいこう

丸は、台船今造
いまぞう

１０２号をえい
．．

航して北東進中、また、プ

レジャーボート第１０東星
とうせい

丸は、北東進中、今造１０２号と第１０東

星丸とが衝突した。 

第１０東星丸は、同乗者３人が負傷し、船首部に破口を伴う圧壊を

生じ、また、今造１０２号は、船尾部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年９月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 大興丸、１９トン 

   ２７３－１００７７広島、有限会社大鳳海運 

１６.９０ｍ×５.００ｍ×１.７４ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５.５０kＷ、平成４年１０月 

Ｂ 台船 今造１０２号、総トン数不詳 

   なし、株式会社スチールハブ 

   ５０.０ｍ×１８.０ｍ×３.０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和４９年（建造年） 

Ｃ プレジャーボート 第１０東星丸、４.６トン 

   ＥＨ３－４５８２４（漁船登録番号）、有限会社岡島    

１２.５０ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２３５.３５kＷ、昭和６３年１０月３０日 

第２８１－２７６４４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年１０月２９日 

免許証交付日 平成２７年８月１０日 

           （令和２年８月９日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ４３歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年４月３０日 

免許証交付日 平成３０年７月５日 

           （令和５年８月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 軽傷 ３人（同乗者） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船尾部に擦過傷 

Ｃ 船首部に破口を伴う圧壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、空船のＢ船をＡ船の船

尾から約５０ｍのえい
．．

航索で繋
つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」とい

う。）を構成し、平成３０年９月２４日１２時００分ごろ、広島県松

永湾に向けて山口県徳山下松港を出港した。 

船長Ａは、１８時００分ごろ、前直の甲板員から引き継いで単独の

船橋当直につき、法定灯火を表示し、操舵スタンドの左側のレーダー

を０.２５海里（Ｍ）レンジ、コースアップ表示として、その左側の

ＧＰＳプロッターを０.２５Ｍレンジ、ノースアップ表示とした。 

Ａ船は、安芸灘を約６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で、自動操舵により北東進した。 

船長Ａは、広島県呉市大崎下
しも

島沖で手動操舵に切り替え、岩城島南

方沖を航行中、岩城島と上島町赤穂
あ か ほ

根
ね

島との狭い水域を通航するの

で、船首方の生名
い き な

橋付近からくる反航船に注意を向けて航行し、操舵

室の右舷ドアから右舷甲板に出て右舷船尾方を目視で確認したが、船

舶を視認できなかった。 

船長Ａは、三原瀬戸を横切り、松永湾入口で巡視艇の指示により停

船し、船舶との衝突について質問されてＢ船の甲板上を確認したとこ

ろ、Ｃ船の船体の一部を見つけてＣ船と衝突したことを知った。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、知人３人（以下「同乗者Ｃ１」、

「同乗者Ｃ２」及び「同乗者Ｃ３」という。）を乗せ、船長Ｃが操舵ス

タンドの前に立って操船に当たり、同乗者Ｃ１、同乗者Ｃ２及び同乗者

Ｃ３を後部甲板に座らせ、２３時３０分ごろ、岩城島のフェリー桟橋

（以下「本件フェリー桟橋」という。）から弓削湾内にある弓削漁業

協同組合の桟橋（以下「本件桟橋」という。）に戻る目的で、本件フ

ェリー桟橋から主機を後進として離桟した。（図１参照） 
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図１ Ｃ船の乗船状況 

 

Ｃ船は、Ｃ船船首が岩城港港外に向いたところで主機を前進として

Ｃ船の左舷側にある防波堤に沿って微速力で航行した。 

船長Ｃは、岩城島と赤穂根島の間の狭い水域を目視で赤穂根島に近

づき過ぎないよう注意しながら、船首方に見える生名橋の橋梁灯に向

ける進路にして、約１９kn の速力で北東進を開始した。 

Ｃ船は、２３時３４分ごろ、船長Ｃが船首方にＢ船の船尾部を見た

直後、その船首部とＢ船船尾部とが衝突した。 

船長Ｃは、直ちに主機を中立運転とし、同乗者Ｃ１、同乗者Ｃ２、同

乗者Ｃ３の状況を確認するとともにＣ船の船首部の被害状況を携帯電

話の照明で確認したところ、破口が海面より上にあり、航行しても船

首部から浸水しないと判断し、上島町消防署の桟橋に向かって航行

し、同桟橋に接岸したあと、救急車を要請した。 

上島町消防署は、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

船長Ｃ及び同乗者３人は、救急車で病院に搬送され、同乗者Ｃ１が

顔面打撲及び皮下出血、同乗者Ｃ２が顔面左上腕左背部打撲、同乗者

Ｃ３が左膝左肩右肘打撲等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、写真１ Ａ船の船体、写真２ Ｂ船の損傷状況、写真３ Ｃ

船の船首から見た損傷状況、写真４ Ｃ船の左舷船首から見た損傷

状況 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、自船の照明でＢ船を照射していなかった。 

Ｂ船は、喫水が約０.５ｍで、同船の四隅に高さが約１ｍの支柱を

立て、簡易標識灯（２秒に１閃
せん

光の白色）を表示していた。  

Ｃ船は、主に定置網漁を行う際に使用する漁船であり、夜間航行す

ることはほとんどなく、レーダー、ＧＰＳプロッターを装備していな

かった。 

船長Ｃは、弓削島から岩城島に至る水域を把握しており、夜間、同

水域において他に航行する船舶はいないと思い、目視のみで１９kn の

速力で航行できると思っていたと本事故後に思った。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船引船列は、岩城島南方沖を北東進中、Ｃ船がＢ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｃ船は、岩城島南方沖を北東進中、船長Ｃが、岩城島と赤穂根島の

間の狭い水域の右側を航行しようと思い、目視で赤穂根島に近づき過

ぎないよう注意しながら、左舷船首方に見える生名橋の橋梁灯に向け

る進路とし、目視のみで約１９kn の速力で航行を続けたことから、船

首方のＡ船引船列に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、岩城島南方沖において、Ａ船引船列及びＣ船が共

に北東進中、船長Ｃが、目視のみで約１９kn の速力で航行を続けたた

め、船首方のＡ船引船列に気付かず、Ｂ船とＣ船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶は、航行中、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・えい
．．

航物件をえい
．．

航している船舶は、えい
．．

航物件及びえい
．．

航索を

自船の照明で照射し、他の船舶が被えい
．．

航物件を容易に視認でき

るようにすることが望ましい。 

・夜間航行する船舶は、レーダー、ＧＰＳプロッター等の航海計器

を装備することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件桟橋 

本件フェリー桟橋 
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写真１ Ａ船の船体 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
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写真３ Ｃ船の船首から見た損傷状況 

 
 

写真４ Ｃ船の左舷船首から見た損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


